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町民憲章 

 わたしたちは、緑と光に満ちた未来に羽ばたく町、利府町の町民です。 

先人の築いた輝かしい文化と、伝統を大切にした魅力あふれた町を築くため、ここに憲

章を定めます。 

１ わたしたちは、美しい自然を大切にし、調和のとれた緑の町を守ります。 

１ わたしたちは、働くことを喜び、活力みなぎる豊かな町を築きます。 

１ わたしたちは、人の和を尊び、きまりを守る明るい町をめざします。 

１ わたしたちは、教養を高め、心豊かなすぐれた文化の町を育てます。 

１ わたしたちは、健康につとめ、安らぎのある住みよい町をつくります。 

                        

           昭和６２年１０月１日制定 

 

 

 

子ども憲章 

 利府の未来を担うすべての子どもが、 

 遊ぶことを大切にし、自ら考え、行動し、心豊かに育つために、 

 ここに憲章を定めます。 

 

わたしたち利府の子どもは、 

 いろいろな友だちと元気に遊び、心と体を鍛えます。 

 支えになってくれるかけがえのない家族や友だちをつくり、大切にします。 

 地域の人々と共に豊かな自然を守り、よいふるさとになるよう努力します。 

 誰にでもやさしく、思いやりを持ち、感謝できる人になります。 

 夢や希望を持ち続け、自信を持って前向きに自分の道を歩んでいきます。 

 

わたしたち利府の大人は、 

 かけがえのない子どもの生命を守り、子ども一人ひとりとしっかり向き合う家庭を 

 つくります。 

 子どもの個性と夢や希望を大切にし、ひたむきな生き方を支援します。 

 自然や文化を大切にし、子どもが誇りを持てるまちづくりに努めます。 

 

平成１５年１月１日制定 

 

 

 

 

 

 



 

十符の里の由来 

  

町では十符（とふ）の里をシンボルネームとして使用しています。 

十符は、町の昔の呼び名で、町名の由来となっています。 

 

～十符とは～ 

十符の菅薦（すがごも）に由来し、沢辺に生いしげる菅（すげ）を乾燥させ編み

上げた敷物を指します。 

編目が十筋あることから、十符とよばれました。 

 いにしえの頃、菅薦はしばしば都に献上され、そのひなびた風情が大宮人たちの

果てしないみちのくへの夢を大いにふくらませたと考えられます。 

 「夫木和歌抄」には 

 『みちのくの十符の菅薦 

七符には君をねさせて 

われ三符にねむ』 

と歌われてあり、十符の里は歌枕の一つに数えられました。 

この菅薦の原料になった菅が利府町菅谷付近の産出とみられることから、平安時

代から鎌倉時代にかけて利府町の地域は「十符」とよばれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かっこ 

 

【町花】      【町章】     【町木】 

梨の花      利府町の「リ」と「フ」を    樫の木 

図案化したもので、全体は 

若芽を意味し、町の未来へ 

            の発展を表現したものです。 
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１ 利府町の概要 

（1）位置と地勢 

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しています。総面積は４４．８９Ｋ㎡であり、地

形は東西約１２ｋｍ、南北約７ｋｍで東部を松島町、西部を富谷市、南部を仙台市及び多

賀城市、塩竈市、北部を大和町と大郷町の四市三町に隣接しています。 

 歴史上、古くは多賀城の国府に、近世に入ってからは仙台城下に接していることから北

方の要衝として栄えています。また、仙台市の中心部まで約３０分の通勤・通学圏でもあ

り、西部の新興住宅団地を中心に人口の増加傾向が続いています。 

本町は、『町民総参加のまちづくり』から『パートナーシップによる協働のまちづくり』

へと視点を変え、町民が主体となり、地域、企業などとの信頼と連携のもと、町民一人ひ

とりが安らぎと潤いのある生活が送れる安定した活力あるまちづくりを進めています。 

 

 

 

 

 

 
屋内温水プール 

 

  
十符の里プラザ（              ） 
 

公民館・ふるさと創生館・図書館 

生涯学習センター・郷土資料館 

 
十符ルーム 
 

利府高校 

利府支援学校 

 
文化複合施設建設予定地 
 

利府松島商工会 
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（2）人口と世帯数の推移 

 

平成３０年５月１日現在 

 

 

 

（3）学校位置図 
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（４）児童と生徒数の推移 

 
  

平成３０年5月1日現在 児童・生徒数  

小学校 

児  童  数 

普 通 学 級 支 援 学 級 
合計 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計 知的 情緒 病弱 肢体 難聴 弱視 小計 

利府小 85 83 89 86 111 111 565 13 3  1   17 582 

利府二小 58 68 51 66 60 69 372 1 4 1 2   8 380 

利府三小 67 71 62 75 62 45 382 2 4 1   1 8 390 

しらかし台小 43 53 55 43 47 40 281 7 1 1    9 290 

青山小 56 61 54 50 59 51 331 1 2   1  4 335 

菅谷台小 43 43 50 56 55 60 307 3 5 2    10 317 

計 352 379 361 376 394 376 2,238 27 19 5 3 1 1 56 2,294 

 

中学校 

生  徒  数 

普 通 学 級 支 援 学 級 
合計 

１年 ２年 ３年    小計 知的 情緒 病弱 肢体 難聴 弱視 小計 

利府中 167 140 155    462 2 4   2 1 9 471 

しらかし台中 103 111 107    321 4 2     6 327 

利府西中 113 117 137    367 3 4  1   8 375 

計 383 368 399    1,150 9 10  1 2 1 23 1,173 
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２ 教育等の振興に関する施策の大綱 

第１章 大綱の策定について 

 

１ 大綱策定の趣旨 

これまで、本町では教育行政の方向を「利府町の教育」に示し、健全な人間形

成と明るいまちづくりを目指して、町民の生涯にわたる学習の充実に向け、学

校・家庭・地域の連携を重視した取組みを展開してきました。「おもいやり、た

くましさ、創造力を培う学校」「生涯学習を支え、活力に満ちた地域社会」「魅力

ある地域文化の継承と創造」を本町教育基本方針と定め、これを具現化するため

『ブラザーシップ事業』『スクールシップ事業』『キャリアシップ事業』の 3 つを

柱にした志教育と、それらを支える『コミュニティシップ事業』『チャイルドシ

ップ事業』の特色ある教育行政を推進しています。 

   このような中、我が国では、近年の教育環境を取り巻く様々な状況の変化に対

応するため、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、国や県が新たな教育の

目標や理念を掲げたことから、市町村においても教育施策の推進に向けた計画づ

くりが求められています。また、東日本大震災の影響を踏まえた取組みも求めら

れています。 

   以上のことを踏まえ、これまでの本町独自の取組みを活かしながら、子どもか

ら大人まですべての町民に対し、今後町が目指す教育の姿と施策の方向を示すた

め、本大綱を策定するものです。 

 

２ 大綱の位置付け 

本大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定に基づ

き地方公共団体の長が策定する大綱として位置付けられるものです。 

 

３ 大綱の期間 

   大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団

体の長の任期が４年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が５年であ

ることに鑑み、大綱の期間を平成２７年６月から概ね４～５年程度とし、見直し

を行いながら、時代に則した取組みを示していきます。 
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第２章 本町教育を取り巻く状況 

 

１ 教育を取り巻く社会情勢 

 

（１）経済や社会活動のグローバル化が進展し、国際競争が激化すると同時に、

国内外の交流機会の増加などによって、国際的な視野をもち世界で活躍でき

る人材の育成が求められています。 

 

（２）情報通信技術の進展により生活の利便性の向上が図られ、インターネット

や携帯電話等を通じたコミュニケーションが進み、多くの情報が簡単に入手

できるようになる一方で、情報モラルの問題や人間関係の脆弱化、情報犯罪

の増加など新たな問題も出てきており、対応が求められています。 

 

（３）産業構造が変化し雇用形態の変化や経済情勢の悪化などにより、特に若年

層の雇用問題が深刻化していることから、勤労観・職業観の高揚を図り生涯

にわたる生活目標を意識づけるための教育が求められています。 

 

（４）地球温暖化問題をはじめとする環境問題を、一人ひとりが自らの問題とし

てとらえ、次世代の負荷の軽減を図る持続可能な社会の構築を目指していく

ための教育が求められています。 

 

（５）少子化、核家族化、共働き世帯の増加、都市化の影響などにより、家庭教

育力の低下や地域とのつながりの希薄化が進み、子育てに影響を与えている

ことから、学校・家庭・地域の連携強化がより一層求められています。 

 

（６）教育に関する様々な問題や課題等に対応するため、教育基本法や学校教育

法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学習指導要領などの法律等

が改正されており、それに対する国や県の動向を踏まえた適切な対応が求め

られています。 
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 ２ 東日本大震災の影響 

    

広範囲に甚大な被害をもたらした東日本大震災は、町民生活に大きな影響を与

えるとともに、学校教育施設や社会教育施設などにも被害を及ぼしたことから、

災害時の避難所となる公共施設等のさらなる施設整備や機能強化が求められて

います。 

 

 

 ３ 本町教育の課題等 

 

（１）社会状況が日々変化していく中で、未来を担う子どもたちに対する期待が高

まっていますが、学校や家庭教育に関する課題、学習意欲や体力・運動能力の

低下、コミュニケーション能力の低下など、子どもの教育環境をめぐり多くの

課題が指摘されています。 

 

（２）社会状況の変化や価値観の多様化が進む中で、町民一人ひとりが充実した生

活を送り自己実現を図っていくためには、生涯を通じて学ぶことが重要であり、

必要に応じて学び続けることができる環境づくりが求められています。 

 

（３）想定をはるかに超える震災の猛威を経験し、強い衝撃を受け、恐怖心をもっ

た子どもたちの心のケアが必要である一方で、命の尊さや助け合うことの大切

さを学び、主体的に地域や社会にかかわろうとする姿勢が見られたことから、

こうした経験を様々な取組みに生かしていくことが求められています。 

 

（４）町では「利府町震災復興計画（平成２３年度～平成３２年度）」を策定し、

人命を守り被害を最小限にとどめるための対策を推進してまいります。この計

画に掲げられた教育行政に関する施策の実現を図るとともに、様々な場面にお

いて、支え合い協働していくことのできる人材の育成が求められています。 

 

 

 

  以上のような認識をもち、第３章において今後、概ね５年間で実現している本町

教育の目指す姿と大綱の目標を掲げます。 
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第３章 本町教育の目指す姿 

 

 １ 目指す姿 

 

   本大綱を着実に進めることにより、大綱の期間である概ね５年間程度で次のよ

うな姿が実現していることを目指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 大綱の目標 

 

   本町教育が概ね５年間で目指す姿の実現に向けて、具体的には、次の４つを計

画の目標として取り組んでいきます。 

 

目標１  夢や希望をもち、その実現に向けて自ら考え行動し、社会を生き抜く
子どもを育む。 

 

目標２  次代を担う社会の一員として、地域の文化や規範を尊重し、思いやり
に富んだ子どもを育む。 

 

目標３  学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の強化を図り、「町はひとつ
の学校｣の理念のもと、社会全体で子どもを守り育てる環境をつくる。 

 

目標４  生涯にわたり健康で充実した生活ができる地域社会をつくる。 

 

 

 

学校・家庭・地域社会が一体となって、生き生きと学び、心豊かで、

確かな学力をもち創造性に富む子どもを育んでいます。 

 そして、町民が生きがいをもって個性と能力が発揮でき、新しい利府

文化を育む地域社会が形成されています。 
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３ 教育基本方針・教育振興基本計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 目指す姿 

   本計画を着実に進めることにより、計画期間である１０年間で次のような姿が

実現していることを目指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の目標 

   目標１ 夢や希望をもち、その実現に向けて自ら考え行動し、社会を生き抜く

子どもを育む。 

 

目標２ 次代を担う社会の一員として、地域の文化や規範を尊重し、思いやり
に富んだ子どもを育む。 

 

目標３ 学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の強化を図り、「町はひとつ
の学校｣の理念のもと、社会全体で子どもを守り育てる環境をつくる。 

 

目標４ 生涯にわたり健康で充実した生活ができる地域社会をつくる。 

 

学校・家庭・地域社会が一体となって、生き生きと学び、心豊かで、

確かな学力をもち創造性に富む子どもを育んでいます。 

 そして、町民が生きがいをもって個性と能力が発揮でき、新しい利府

文化を育む地域社会が形成されています。 

広く創造的な視野をもち、健康で豊かな心をもつ人間の育成と魅力あ

るふるさとづくりをめざして 

 

☆ おもいやり、たくましさ、創造力を培う学校 

☆ 生涯学習を支え、活力に満ちた地域社会 

☆ 魅力ある地域文化の継承と創造 

 

 を重点に、町民の生涯にわたる学習の充実に努める。 
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３ 教育施策の基本方向 

  計画の理念として掲げた「目指す姿」と４つの「計画の目標」のもと、それらの

実現に向けて実施する「施策の基本方向」を、８つに分けて取り組んでいきます。 

目指す姿 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標４ 

生涯にわたり健康

で充実した生活が

できる地域社会を

つくる。 

 

学校・家庭・地域社会が一体となって、生き生きと学び、心豊かで、確かな学力

をもち創造性に富む子どもを育んでいます。 

 そして、町民が生きがいをもって個性と能力が発揮でき、新しい利府文化を育む

地域社会が形成されています。 

基本方向８ 

生涯にわたる学

習・文化・スポーツ

活動の推進 

目標２ 

次代を担う社会の

一員として、地域の

文化や規範を尊重

し、思いやりに富ん

だ子どもを育む。 

目標１ 

夢や希望をもち、そ

の実現に向けて自

ら考え行動し、社会

を生き抜く子ども

を育む。 

目標３ 

学校・家庭・地域の

教育力の充実と連

携の強化を図り、

「町はひとつの学

校｣の理念のもと、

社会全体で子ども

を守り育てる環境

をつくる。 

 

基本方向６ 

信頼され魅力ある

教育環境づくり 

基本方向４ 

郷土を愛する心と

社会に貢献する力

の育成 

基本方向１ 

学ぶ力と自立する

力の育成 

基本方向２ 

豊かな人間性や社

会性、健やかな体の

育成 

基本方向３ 

教育的支援を要す

る子どもへの支援

の充実 

基本方向５ 

命を守る力と共に

支え合う心の育成 

基本方向７ 

学校・家庭・地域が

協働で子どもを育

てる環境づくり 
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 基本方向１ 学ぶ力と自立する力の育成           

 

（１）小・中学校を通じた「利府町志教育」の充実 

児童生徒一人ひとりが学ぶ意欲と夢や希望を持ち、喜びや楽しさを実感し

充実した学校生活を送り、主体的・対話的で深い学びや、教育活動を通じた

「志教育」のさらなる推進を図ります。 

 

 

（２）基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 

学年段階や児童生徒一人ひとりの学習状況に応じて、少人数授業やティー

ム・ティーチングなどの学習指導体制の工夫・改善を図り、学校・家庭・地

域と連携した基本的生活習慣や学習習慣の確立などに取組み、町全体で学習

力向上を目指します。また、高度情報化社会に対応できるよう、発達段階に

応じた情報活用能力を育成するとともに、情報モラル教育を推進します。 

 

 

（３）幼児教育の充実 

生活習慣の基礎・基本と学ぶ力の育成を図り、小学校への円滑な移行を目

指します。このため、幼稚園・保育所・小学校の連携ネットワークをさらに

深めるとともに、交流学習を継続して推進します。 

  

 

（４）国際理解を育む教育の充実 

グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上は、非常に重

要なものであり、各学校段階の学びを接続させ、小中学校を通じた英語教育

の一層の充実・強化を図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

    ①３シップを柱とした教育活動の実施 

②基礎的学力の向上に向けた授業研究の実施 

③チャイルドシップによる幼保小の交流学習の展開 

④学校教育における英語指導の充実と国際理解教育の推進 

⑤情報モラル教育や ICT を活用した学校教育 
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 基本方向２ 豊かな人間性や社会性、健やかな体の育成    

 

（１）思いやりがあり、感性豊かな子どもの育成 

   自他の命を大切にし、生命を尊重し自然を愛する心、互いに尊重し合う心や

思いやりの心、社会の一員としての規範意識を育てる教育を、様々な学校体

験活動・スクールシップを通して豊かな人間性を形成し、個性、感性及び創

造性を育みます。 

 

（２）食育を通した健康教育 

学校給食と各教科との関連を図った指導の充実を図るとともに、地域での食

に関する体験や交流を通して食文化や地産地消についての理解を深め、食育を

通した健康教育を推進します。 

 

（３）健康な体づくりと体力・運動能力の向上 

子どもたちがスポーツに親しみ、自ら体を動かそうという意欲を引き出すた

め、運動好きな子どもを育てる教育活動を推進するとともに、専門的指導力を

有する地域人材の部活動等への活用などの取組みを進めていきます。  

  

（４）心身の健康を育む学校保健の充実 

   児童生徒の健康の保持増進を図るとともに、学校の教育活動を通じて、子ど

もたちに自分の心と体に関心をもたせ、食事・睡眠・運動の大切さを理解さ

せるため、保健教育の充実を図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

    ①スクールシップによる思いやりのある人間関係の育成 

    ②学校給食での地場産野菜などの活用を通した食育 

    ③運動好きな子どもを育てる教科体育の改善 

    ④基本的生活習慣の確立と心と体の健康づくり 

 

 

【宮城県学校給食『伊達な献立』コンクール受賞】   

 

                       

 

 

 

 

 

H26 年度 宮城県連合小・中学校教育研究会  H27 年度 宮城県漁業協同組合長賞 

学校給食研究部会長賞         
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 基本方向３  教育的支援を要する子どもへの支援の充実  

 

（１）学校不適応への支援対策強化 

学校不適応児童生徒の学習意欲の向上や自立心・社会性を育てるため、家 

庭や医療、けやき教室等の関係機関と連携を図りながら、不登校児童生徒が

学校復帰に向けて学習する居場所を整え、心のケアの支援・相談体制の充実

を図ります。          

 

（２）特別支援教育の支援体制づくり 

発達障害を含め障害のある子どもの自立や社会参加に向けて、支援体制を

構築するとともに、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育環境の整備と相

談体制を確立し、特別支援教育の充実を図ります。 

 

（３）子どもたちの心のケアの充実 

いじめ防止等に対する体制の強化、学校・家庭等で悩みを抱え心のケアを

要する子どもたちへの支援の充実を図ります。また、震災等で被災した子ど

もたちに対して、学校全体で中長期的な心のケアを図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

    ①いじめ・不登校等に対する相談支援体制の強化 

    ②関係機関との連携による支援体制づくり 

③不登校児童生徒の居場所づくり 

 

 

 

 

【心のケアハウス（十符ルーム）】      【特別支援教育環境の整備】 
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 基本方向４  郷土を愛する心と社会に貢献する力の育成  

 

（１）伝統・文化の尊重と郷土を愛する心の育成 

郷土の歴史について理解を深め、郷土を大切に思う気持ちをもつことがで

きるように、郷土の伝統・文化に触れる機会を地域とともに拡充します。 

          

 

（２）文化財の保護と活用 

    地域の宝である文化財は、後世へ保存・継承すると共に展示の機会を増や

し、開発にあたっては、埋蔵文化財（遺構・遺物）に留意して実施し、地域

に残る貴重な文化財を、地域活性化のため効果的に活用するよう工夫してい

きます。 

 

（３）地域を想い、貢献する力の育成 

学校が地域や企業などと連携・協働しながら、キャリアシップを推進する

ことにより、社会人として必要な能力や態度を育むとともに、児童生徒一人

ひとりの地域への想いと地域に貢献する心を醸成し、地域に貢献する人材の

育成を図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

①学習活動の充実と地域の活性化につながる郷土資料館の有効活用 

②文化遺産の保存整備と効果的活用 

③キャリアシップによる人材の育成 

 

【郷土ふれあい学習会】           【企画展の体験学習】 

 

 

 

 

 

 

 

【松島湾三町文化財展】              【常設展】 
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 基本方向５  命を守る力と共に支え合う心の育成       

 

（１）災害に積極的に向き合う防災教育の推進 

周期的に発生する地震について正しい知識を備えるなど、自然災害に向き

合いながら生き抜く力を身に付けさせるため、子どもたちの発達段階に応じ、

系統的な防災教育を推進します。 

 

（２）地域と連携した防災・安全体制の確立 

    いつ発生するかわからない災害に備え、学校を含めた地域の防災力及び減

災力の向上と、災害時における安全教育を実施します。また、交通安全、生

活安全（防犯を含む）の総合的な学校安全体制の確立を図り、地域社会の安

全・安心の一層の充実を図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

①発達段階に応じた自助・共助・公助の心を育む防災教育の推進 

②地域をはじめとする関係機関と連携した防災・安全体制づくり 

 

 

   

【６．１２利府町総合防災訓練】 

                     

                       

                      開催場所：利府町立青山小学校 

 

 

 

 

 

   消火訓練 

 

 

 

 

                      避難訓練 

                             

 

 

 

  水バケツ消火訓練 
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 基本方向６  信頼され魅力ある教育環境づくり             

 

（１）教育者の資質能力の向上 

教員の資質と指導力向上や学校の抱える課題に対応するため、各学校にお

いて校内研修の充実を図ると共に、スクールシップの連携強化を図ります。 

また、教職経験に応じた体系的な研修の充実及び改善を図ります。 

 

（２）開かれた学校づくりの推進  

教育活動や学校運営の自律的改善を図るため、学校評価の充実に取り組む

ほか、学校評議員制度等を活用し、保護者や地域住民の意見を取り入れ開か

れた学校づくりを進めます。 

 

（３）教育環境の支援整備  

児童生徒が質の高い教育環境のなかで意欲的に学び、健康で豊かな心を育

み、いきいきと学校生活を送れるように、学校施設の計画的な改修・改善、

並びに教材・教具の充実に取り組みます。また、保護者の経済的な負担の軽

減を図るため、就学支援を継続して実施し学習環境の充実に努めます。 

               

 

   ○重点的取組 

    ①指導力向上を図る校内外の研修の実施 

②教育活動や学校経営に関する情報の発信 

③就学支援の継続 

④学校施設・設備の計画的な改修・改善 

 

 

  【トイレ改修事業】 

   洋式便器への交換、仕切り及びタイル等の更新 

 

 

                         【遊具修繕事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

基本方向７ 学校・家庭・地域が協働で子どもを育てる環境づくり 

 

（１）家庭教育への支援と連携     

親としての「学び」と「育ち」を支援する学習機会や子育て相談等の場の

提供、地域や学校で家庭教育や子育てを支援する情報の提供や人材の育成を

行うなど、関係機関や事業所等と連携しながら、地域全体で家庭教育と子育

てを支える環境づくりを進めます。 

 

（２）地域総ぐるみによる学校支援 

地域ぐるみで子どもの安全を守る活動、並びに、ブラザーシップによる健

全育成活動を推進ます。また、コミュニティシップにおける、学校・家庭・

地域等とのきめ細かな連携をさらに推進し、子どもと学校を支え守る地域づ

くりを目指します。 

 

（３）子どもたちの多様な体験活動       

世代間交流活動や自然体験活動、社会体験活動など様々な体験を通じて、

地域の環境や歴史・産業について学ぶとともに、地域の方との関わり合いな

がら、豊かな心、社会性、自ら考え行動する力等の育成を図ります。 

 

 

   ○重点的取組 

①各種子育て支援団体との連携と家庭教育支援チーム活動の促進 

②児童生徒を健全に育成するためのブラザーシップ活動支援 

③様々な体験教室による多様な体験活動 

④コミュニティシップにおける地域人材の活用 

 

 

【十符っ子ブラザーシップ（小中高支の代表による）全体会】 
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 基本方向８  生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進  

 

（１）地域に根ざした生涯学習 

町民の多様なニーズに応じ、生涯にわたる学習の機会と場を充実し、その

成果を地域に生かせるよう、生涯学習活動への参加促進と推進体制の充実を

目指します。 

 

（２）個性のある芸術・文化活動 

芸術・文化活動を推進する指導者や団体の育成、支援に努め、創造性豊か

な新しい利府の文化を生み出す環境づくりを推進します。 

 

（３）実りある図書館活動と読書活動      

図書館活動を充実させるため、本に親しむ機会を提供し、各種事業を継続

的に改善します。また、多様な学習ニーズに対応できるよう、県立図書館や

周辺市町村の図書施設との連携強化を図り、図書館サービスの充実に努めま

す。 

             

（４）町民の健康、体力づくり活動の推進 

各種スポーツ団体活動の支援をはじめ、社会体育施設、学校施設の有効活

用などにより、町民だれもが年齢や体力に応じて、いつでもどこでもスポー

ツに親しみ、生涯にわたり健康で充実した生活を営むことができるよう、環

境の整備を推進します。 

 

   ○重点的取組 

    ①公民館活動に関する学習機会と情報の提供 

    ②芸術文化活動の奨励と情報提供 

    ③芸術文化活動等を担う人材・団体の育成 

④子どもの読書活動の推進 

⑤スポーツを通じた健康づくりと地域間交流の推進 

 

 

   【図書館フェア】 
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４ 教育委員会 

（１）利府町教育委員会のあゆみ 

年   月 内           容 

明治 

 

昭和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

5 年  8 月 

8 年  

19 年 12 月 

22 年  7 月 

22 年  4 月 

 

27 年 11 月 

42 年 10 月 

44 年  7 月 

45 年  2 月 

12 月 

46 年  4 月 

7 月 

10 月 

 

49 年 10 月 

50 年  4 月 

5 月 

11 月 

52 年  3 月 

4 月 

6 月 

57 年  4 月 

58 年  3 月 

59 年  4 月 

10 月 

 

60 年  4 月 

7 月 

61 年  2 月 

62 年  5 月 

10 月 

63 年  5 月 

元年  4 月 

2 年  7 月 

3 年  2 月 

 3 月 

円城寺を仮校舎として第二六番小学校(利府小学校)開校 

菅谷小学校開設 

利府高等尋常小学校創立 

赤沼分教場開設 

利府村立利府小学校開校 

利府村立利府中学校開校（利府小学校に併設） 

利府村教育委員会の設置 

町制施行 

利府小学校プール完成 

利府小学校体育館完成 

利府町体育協会設立 

利府小学校赤沼分校を本校に統合 

利府町子ども会育成会結成 

学校給食センター完成 

小中学校に完全給食開始（栄養指導センターを併設） 

浜田地区中倉に瓦窯跡を発見 

社会体育推進委員を１１地区に委嘱 

利府町芸術文化協会発足 

第１回利府町文化祭開催 

森郷川袋地区で古墳群発見 

利府第二小学校開校 

利府町スポーツ少年団結成 

利府第三小学校開校 

利府第三小学校校舎増築・体育館落成 

宮城県立利府高等学校開校 

利府町総合体育館オープン 

第１回利府町子どもまつり開催 

硯沢窯跡、大沢窯跡を発掘調査 

縄文時代の集落跡六田遺跡を発掘調査 

利府中学校校舎改築工事完成 

八幡崎Ｂ遺跡を発掘調査 

町民憲章・老人憲章制定 

郷楽遺跡を発掘調査 

宮城県立利府養護学校開校 

本町で全国高等学校総合体育大会サッカー大会(～8 月) 

十符の里プラザオープン 

学校給食センター新築工事完成 
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年   月 内           容 

平成 3 年 4 月 

 

4 年 4 月 

9 月 

6 年 4 月 

7 月 

7 年 4 月 

9 年 4 月 

11 年 4 月 

12 年 4 月 

7 月 

13 年 4 月 

9 月 

14 年 4 月 

6 月 

15 年 1 月 

10 月 

11 月 

16 年 5 月 

6 月 

11 月 

 

17 年 4 月 

6 月 

18 年 3 月 

4 月 

 

19 年 2 月 

3 月 

4 月 

20 年 4 月 

5 月 

21 年 3 月 

 4 月 

22 年 4 月 

 

22 年 8 月 

23 年 3 月 

4 月 

しらかし台小学校開校 

利府町勤労青少年ホームオープン 

しらかし台中学校開校 

町内の小中学校、毎月第二・四土曜日を休校日とする 

利府町郷土資料館オープン                         

公民館図書のコンピューターによる貸し出しがスタート 

青山小学校開校 

利府町中央公園（十符の里パーク）オープン 

菅谷台小学校開校 

みんなのお昼ポテト館完成 

大貝窯跡群を発掘調査 

利府西中学校開校 

第５６回国民体育大会 

学校完全週５日制実施、行政改革に伴い組織改正（班制の導入） 

ワールドカップサッカー大会 

子ども憲章制定 

ワールドカップ記念サッカー大会 

第１回スクールバンドフェスティバルの開催 

河北美術展利府展の開催 

考古資料２点を町指定文化財に指定 

生涯学習センター・郷土資料館オープン 

利府町図書館条例制定により公民館図書室が利府町図書館としてスタート 

行政改革に伴い組織改正、1 課 6 班から 2 課 5 班に改める 

十符っ子ブラザーシップを設立 

利府町図書館基本計画の策定、利府町子ども読書活動推進計画の策定 

新たな通学区域の実施（小学校） 

十符っ子スクールプラン（サポートティーチャー､特別支援助手）の実施 

りふ・わくわく広場の実施 

小・中学校入学支援事業の実施 

新たな通学区域の実施（中学校) 

利府町スクールシップの実施 

硯沢窯跡を発掘調査 

楽天２軍の本拠地決定 

東部地区スクールバスの運行開始 

給食センター業務の一部民営化を開始 

学校徴収金支援事業の実施 

利府町キャリアシップの実施（志教育の３シップが整う） 

東日本大震災 

利府町図書館が優良図書館として文部科学大臣から表彰 
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年   月 内           容 

平成 24 年 11 月 

 1 月 

 

 8 月 

25 年 3 月 

26 年 1 月 

3 月 

4 月 

12 月 

27 年 3 月 

 

 

4 月 

5 月 

6 月 

 

28 年 3 月 

 

 

 

4 月 

 

7 月 

 

 

 

11 月 

29 年 2 月 

3 月 

7 月 

 

 

8 月 

30 年 2 月 

第 1 回十符っ子の日～感謝と誓いのつどい～の実施 

キャリア教育の充実発展に尽力したことにより利府町教育委員会が文部科

学大臣表彰受賞 

春日パーキングエリアに文化財展示室完成 

利府町教育振興基本計画の策定 

利府第二小学校トイレ改修工事完成 

利府第三小学校・しらかし台小学校トイレ改修工事完成 

利府町チャイルドシップ実施 

利府町いじめ防止基本方針策定 

青山小学校トイレ改修工事完成 

利府第二小学校・利府第三小学校・しらかし台小学校太陽光発電設備設置

工事完成 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行 

館ヶ沢Ａ遺跡を発掘調査 

第１回利府町総合教育会議 

利府町教育等の振興に関する施策の大綱策定 

町内小中学校屋内運動場天井等落下防止改修工事完成 

青山小学校・菅谷台小学校・利府中学校・しらかし台中学校・利府西中学

校太陽光発電設備設置工事完成 

利府第二小学校・しらかし台小学校 LED 照明灯改修工事完成 

利府町コミュニティシップ実施 

（志教育の 3シップとそれを支える２シップが整う） 

リオオリンピック閉会式への協力人文字作成（FROM JAPAN） 

（利府高校・利府支援学校・町内小中学校 9校 総勢 4,338 名） 

利府第三小学校 LED 照明灯改修工事完成 

硯沢窯跡を発掘調査 

放課後子ども教室事業 in 三小「SunPearClass」開始 

利府中学校トイレ改修工事完成 

利府中学校テニスコート整備工事完成 

利府町子どもの心のケアハウス（十符ルーム）開設 

本町で全国高等学校総合体育大会の開催（～８月） 

（開催競技：バレーボール・サッカー・アーチェリー・水泳） 

利府第三小学校受水槽災害復旧工事完成 

しらかし台中学校トイレ改修工事完成 
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（２）教育委員会の組織と活動 

 

利府町教育委員会は教育長及び４人の委員で構成されています。教育長及び委員は、人格が高潔で、

教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから町長が議会の同意を得て任命します。 

教育長が委員会の会議を開催し、委員会を代表します。教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の

所掌事務の執行にあたります。 

教育長の任期は 3 年及び委員の任期は４年で、毎月１回の定例会議のほか、必要に応じて開催され

る臨時会議に出席し、教育に関わる事案を審議し決定します。 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

  

         教育長             教育長職務代行委員 

     本 明 陽 一            加 藤 東 子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員            委 員            委 員 

   石 川 一 美             村 松 淳 司          髙 田  修 

 

 

 

教育長・教育委員 （平成３０年４月１日現在） 

職  名 氏  名 任 期 

教 育 長 本 明 陽 一 平成２７年１０月 １日～平成３０年 ９月３０日 

委員（教育長職務代行） 加 藤 東 子 平成２７年 １月 １日～平成３０年１２月３１日 

委   員 石 川 一 美 平成２８年１０月 １日～平成３１年 ９月３０日 

委   員 村 松 淳 司 平成２８年１０月 １日～平成３２年 ９月３０日 

委   員 髙 田   修 平成２８年１２月１６日～平成３０年１２月３１日 
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（３）教育委員会組織図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 附属機関 

 

名  称 担当事務 

学校給食センター 

運営審議会 

利府町学校給食センター設置に関する条例（平成３年利

府町条例第３号）第５条の規定による学校給食センター

の運営に関する重要事項について調査審議する。 

社会教育委員の会

議 

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１７条の規

定による社会教育に関する諸計画の立案について教育委

員会の諮問に応じ調査審議する。 

文化財保護審議会 利府町文化財保護条例第３５条の規定により文化財の保

護及び活用に関する重要事項について調査審議する。 

 

教

育

委

員 

教

育

長 

教育総務課 

生涯学習課 

総 務 給 食 班 

学 校 教 育 班 

生涯学習振興班 

図 書 振 興 班 

スポーツ振興班 

みんなのお昼キャロット館 

みんなのお昼ポテト館 

町 立 小 学 校   ６ 校  

町 立 中 学 校   ３ 校  

生 涯 学 習 セ ン タ ー 

郷 土 資 料 館 

公 民 館 

ふ る さ と 創 生 館 

 

図 書 館  

総 合 体 育 館 

屋 内 温 水 プ ー ル 

利府町中央公園・沢乙北公園 

 

教

育

次

長 

子どもの心のケアハウス 

教 

育 

委 

員 

会 



 

６ 利府町の教育「町は一つの学校」 
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ブラザー シップ

スクール シップ

菅

谷

台

保

育

所

利

府

聖

農

保

育

園

利

府

葉

山

保

育

園

利

府

聖

光

幼

稚

園

な

し

の

美

保

育

園

利

府

第

二

お

お

ぞ

ら

幼

稚

園

利

府

第

二

お

お

ぞ

ら

保

育

園

青

葉

台

保

育

園

利

府

幼

稚

園

青

山

す

ぎ

の

こ

保

育

園

利

府

お

お

ぞ

ら

幼

稚

園

利

府

お

お

ぞ

ら

保

育

園

菅谷台小

「はぐくむ夢  高める志  そして未来へ｣ 「志をもって見つめる将来｣ 「夢 に ま っ す ぐ｣

利府中 しら中 西中

利府小 三小 しら小 青山小 二小

利府高校 利府支援学校

教育委員会（事務局）

利府中学校区 しらかし台中学校区 利府西中学校区

○ 児童生徒による地域貢献活動 ○ スタートカリキュラムの充実

○ 学校を中心とした地域づくり ○ 幼保小連絡会・研修会事業

学校支援と地域貢献 学ぶ土台づくり
○ 学習ボランティア等の地域の人 ○ 小学生と幼稚園・保育所幼児と

の交流活動（児童の卒園式訪

問）
活用とそのための組織づくり

○

コミュニティシップ
地域協働

チャイルドシップ

次世代育成
支える２シップ

学びを『さ さ え る』 豊かな心を『は ぐ く む』

中高生の幼保小との交流・キャ

リア体験○ 利府高校、利府支援学校との交流 ○ 校長・ＰＴＡ会長懇話会

○ エコキャップ運動 ○ 家庭学習のスタンダードづくり

○ いじめをなくす運動 ○ 小中交流（一日校長・教科部会）

小中高支合同の児童生徒活動 中学校区単位での積極的連携 社会や他世代とのかかわり
○ あいさつ運動 ○ 学ぶ力の向上事業 ○ 中学２年生の職場体験学習

十符っ子の日（感謝と志発表の集い）

ア

ス

ク

利

府

保

育

園

目
的

   学校・家庭・地域・行政が一体となり、人や社会とのかかわりの中で社会性や勤労観を養
い、集団や社会の中で果たすべき自己の役割を考え、将来の社会人としてのよりよい生き方を
探求する児童・生徒を育成する。

志 教 育

柱の３シップ

ブラザーシップ

健全育成
スクールシップ

学力向上
キャリアシップ

人間形成
人 と『か か わ る』 よりよい生き方を『も と め る』 社会での役割を『は た す』

○ 農家での仕事体験



　　　教育費予算の総額は13億6,442万5千円となり、前年度と比較し25%の減となっている。

　　　　予算総額は115億7,000万円となり、前年度と比較し13.9%の減となっている。

７　平成30年度予算

　　　◇　一般会計内訳

　◇　教育費予算と町民一人あたりの行政経費

自主財源 依存財源 

町税 歳出 

目的別経費 

115億7,000万円

総務費 

民生費 

衛生費 
土木費 

教育費 

公債費 

消防費他 

19億1,851万1千円

37億9,212万7千円

7億4,933万4千円11億1,541万4千円

13億6,442万5千円

12億6,071万6千円

13億6,947万3千円
16.6%

32.8%

6.5%9.6%

11.8%

10.9%

11.8%

教育費 
13億6,442万5千円

教育総務

小学校費 

中学校費 

社会教育

保健体育
4億3,233万1千円

2億829万6千円

6,866万2千円

1億7,448万5千円

4億8,065万1千円

31.7%

15.3%

5.0%

12.8%

35.2%

総務費 

民生費 

衛生費 

土木費 

教育費 

公債費 

消防費他 

町民一人あたりの 

行政経費 

31万9,235円

5万2,935円

10万4,631円

2万675円

3万776円

3万7,647円

3万4,785円

3万7,786円

61億9,197万9千円53億7,802万1千

45億495万円

繰入金 

8億2,106万1千円

使用料など 

8億6,596万8千円

国・県支出金 

24億2,452万円

町債 

地方交付金など 

11億9,170万円

地方交付税 

10億8,500万円

6億7,680万1千円

53.5%

38.9%

7.1%

7.5%

21.0%

10.3%

9.4%

5.8%46.5%

24
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８ 教育行政の概要 

・教育総務課 総務給食班  

 

【スローガン】 ゆたかな心を育む学校環境の整備・改善 

 

１ 目標 

  健康でゆたかな心を育み、児童生徒が笑顔あふれる学校生活を送れるよう学校

給食の提供や学校施設の整備・改善を行う。 

２ 具体的な施策 

（１） 教育行政に関する事務 

（２） 職員（県費負担教職員を除く）の人事、勤務条件等に関すること 

（３）教育環境の支援整備 

（４）食育を通した健康教育 

 

 

３ 主要事業の概要 

主 要 事 業 概    要 

教育委員会の開催 
利府町教育委員会会議規則に基づき、定例会１２回のほか、必

要に応じ臨時会を開催し、教育に関わる議案等の審議を行う。 

教育委員会の事務事

業の点検評価の推進 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにする

とともに、効果的な教育行政の推進を図る。 

職員の人事に関する

事務等 

教育委員会職員（臨時・非常勤職員を含む）の人事に関する事

務を行う。 

町立小中学校施設維

持管理事業 

町内小中学校の施設を適切に維持管理するため、プールのろ過

装置点検、昇降機の保守点検、遊具点検及び窓ガラス清掃等の保

守業務を行うもの。 

町立小中学校トイレ

改修事業 

トイレの洋式便器への交換、仕切り及びタイルの更新等を含め

た菅谷台小学校トイレ改修工事及び利府西中学校トイレ改修工事

実施設計を行うもの。 

町立中学校ＬＥＤ照

明灯設置事業 

みやぎ環境交付金を活用し、教室等の適切な照度と使用電力の

削減を図るため、利府中学校校舎の蛍光照明灯をＬＥＤ照明灯へ

改修を行うももの。 

利府小学校校舎建替

え事業 

建築年数の経過により耐力度が不足していることから、校舎の

建替えを行うもの。 
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小学校仮設校舎設置

事業 

利府小学校及び利府第三小学校に仮設校舎を設置し、それに伴

う賃貸借事業を行うもの。 

東部地区スクールバ

ス運行事業 

東部地区の児童生徒の通学手段としてスクールバスを運行し、

安全性と利便性の更なる充実を図る。 

栄養教諭等による食

に関する指導の実施 

食への関心を高めるため、年間を通して、旬の食材を使用する

とともに授業又は給食時間において食育の指導を実施する。 

食育ボランティアグ

ループ「キャベツク

ラブ」と連携した食

育指導の実施 

学校給食を通して食のあり方や食をめぐる環境等の指導を行

う。（箸の正しい使い方、食事マナーの指導、残菜肥料を使用した

環境学習の指導等） 

地場産品の使用 

利府町産の旬の食材を給食に使用する。（野菜、わかめ、梨、梨

シロップ漬け、梨ジャム、利府産米（ひとめぼれ１等米）を通年

使用） 

 

 

 

 

 【東部スクールバス運行事業】 
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・教育総務課 学校教育班  

 

【スローガン】学校支援体制の充実 

 

１ 目標 

いじめや不登校などの問題に適切に対応するための相談支援体制と確かな学力

や健やかな心身を育む教育を行うための教育指導体制の充実を図る。 

 

２ 具体的な施策 

（１） 小・中学校を通じた「利府町志教育」の充実 

（２） 基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 

（３）幼児教育の充実 

（４）国際理解を育む教育の充実 

（５）思いやりがあり、感性豊かな子どもの育成 

（６）健康な体づくりと体力・運動能力の向上 

（７）心身の健康を育む学校保健の充実 

（８）学校不適応への支援対策強化 

（９）特別支援教育の支援体制づくり 

（１０）子どもたちの心のケアの充実 

（１１）地域を想い、貢献する力の育成 

（１２）災害に積極的に向き合う防災教育の推進 

（１３）地域と連携した防災・安全体制の確立 

（１４）教育者の資質能力の向上 

（１５）開かれた学校づくりの推進 

（１６）教育環境の支援整備 

 

３ 主要事業の概要 

主 要 事 業 概    要 

キャリアシップ事業 「町は一つの学校」を掲げる本町の地域教育力を最大限に活用

し、職場体験学習を実施することにより、望ましい勤労観や職業

観を育成すると共に生き方教育の充実を図る。 

地域教育力向上支援

事業 児童生徒の学力の状況を把握・分析するため学力調査を行い、

学習指導の成果と課題を検証し、学習指導の充実や改善に役立て

ることで、学力の定着を図る。 

スクールシップ事業 小中学校の連携のもと、中学校区ごとに地域の特性を生かした

確かな学力の定着を目指し、授業の改善や地域との連携による家

庭学習等の推進に努め、児童生徒の学力の向上を図る。 

外国語指導支援事業 本町の児童生徒に対して、ＡＬＴ３名を配置することにより安

定した質の高い語学指導を提供し、国際理解と英語力の向上を図

る。 
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サポートティーチャ

ー設置事業 
幼児教育と学校教育との接続を円滑にし、児童がより充実した

学校生活を送れるよう、小学校１年生の支援をするためのサポー

トティーチャーを各学校に配置し、学習支援体制の充実を図る。 

スクールソーシャル

ワーカー配置事業 

専門知識を有するスクールソーシャルワーカーを配置すること

で、子ども及びその保護者等の問題の分析と調整を的確に行い、

また、関係機関と連携により、環境の改善を図る。 

教育相談専門員設置

事業 

いじめや不登校等の児童生徒が抱える問題の解決のための教育

相談並びに、スクールソーシャルワーカーと連携を図り、学校へ

の助言・指導を行う。 

心のケアハウス事業 

学校復帰や社会的自立を目指す児童生徒の居場所づくりを目的

とした「心のケアハウス」を学校以外に設置し、運営や指導助言

に「スーパーバイザー」を配置することで不登校対策として充実

を図る。 

特別支援助手設置事

業 

学習障害、注意欠陥多動性障害及び高機能自閉症等の児童生徒

が通常の学級で学べるよう特別支援助手を各小中学校へ配置し、

特別支援教育の充実を図る。 

学校教育専門員設置

事業 

小中学校の児童生徒のさらなる学力向上と学校格差の是正を目

指し、確かな学力の定着を図る観点から、授業のあり方や指導方

法について教員を指導する専門職を設置し、学校教育の充実を図

る。 

小中学校入学支援事 

業 

少子化対策及び保護者の経済的負担の軽減を目的に、町立小中

学校等に新入学する児童生徒へ運動着を支給する。 

遠距離通学等支援事 

業 

町内に居住し、町内小中学校に遠距離通学及び隣接市に委託通

学をしている児童生徒の保護者の負担軽減を図るため、通学費の

一部または全部を支援する。 

地域学校安全対策事

業 

地域、学校、行政が連携を深め、地域社会全体で子どもたちの

安全を確保するため中学校区に１名スクールガードリーダーを配

置し、巡回指導を実施するとともに、学校の安全体制づくりを推

進する。また、小学校１年生に防犯ブザー等を配布することによ

り、通学の安全を図る。 

チャイルドシップ事

業 

小学校と幼稚園・保育所が連携を深めることにより、幼児教育

から小学校教育への円滑な接続を図る。幼児教育の充実のための

環境づくりととともに、利府町における教育の土台をつくる。 

コミュニティシップ

事業 

学校・家庭・地域が一体となって家庭や地域の力を生かした学

校支援や、地域の人々による学校運営への参画や評価を実施する

ことにより、安心して学べる教育環境づくりを推進する。 
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・生涯学習課 生涯学習振興班  

 

【スローガン】 サービスにプラスαを！（生涯学習センター） 

一人ひとりに手渡しのサービスを（公民館） 

 

１ 基本方針 

町民が生きがいをもって個性と能力を発揮し、新しい利府文化を育む地域社会を

形成できるよう学校、家庭、地域との連携のもと社会教育の推進に努める。 

 

２ 具体的な施策 

（１） 伝統・文化の尊重と郷土を愛する心の育成 

（２） 文化財の保護と活用 

（３）家庭教育への支援と連携 

（４）地域総ぐるみによる学校支援 

（５）子どもたちの多様な体験活動 

（６）地域を根ざした生涯学習 

（７）個性ある芸術・文化活動 

３ 主要事業の概要 

主 要 事 業 概    要 

郷土資料館常設展 大貝窯跡等から出土した考古学資料を展示し、公開することに

よって、郷土愛の涵養を図る。 

郷土資料館企画展 企画展を実施し、収蔵品を公開することによって、郷土愛の涵

養を図る。 

郷土ふれあい学習会 子どもたちに郷土の文化等にふれる学習の場を提供すること

で、生涯学習のきっかけ作りとする。 

文化遺産の保護活用

と環境整備事業 

小学生を対象に民具や土器等を活用した体験学習会の開催や、

標柱・説明板設置や修繕、草刈りによる環境整備を行う。 

埋蔵文化財公開活用

事業 

町内の遺跡から出土した考古資料の再整理と公開、埋蔵文化財

パンフレットを作成することにより、文化財の保護と活用を図る。 

文化財保護法に基づ

く許可・届出に伴う

開発等協議 

文化遺産の保護を図るため、文化財保護法に基づく許可・届出

対応、開発等に伴う保護調整を行う。 

家庭教育学級事業 家庭教育の重要性を踏まえ、基本的な課題を中心に情報提供と

研修機会を提供する。 

家庭教育支援チーム

「とふ十符」による

家庭教育支援事業 

子育ての課題や悩みの解消を目的として、ライフステージに応

じた様々な課題別の学習機会を、公的な事業や保護者会など多く

の親が集まる機会を活用して提供する。 

十符っ子ブラザーシ

ップ事業 

「町はひとつの学校」の理念の下、学校や学年を越え、あいさ

つ運動やいじめのない学校づくり等、子ども同士の交流活動を支

援する。 

土曜日における子ど

もの居場所づくり事

業「りふ・わくわく

広場」 

子どもたちの「生きる力」を培うことを目的とした「居場所」

を設置し、地域ボランティアの協力のもと、学校、異年齢間の交

流を深める。 
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放課後子ども教室推

進事業 

放課後等に小学校施設を活用して、安全で安心な活動拠点を確

保し、地域の方やボランティアの方の参画を得ながら、児童の健

全育成を推進する。 

あいさつ運動 塩釜警察署が提唱する「地域の底力・子どもの安全守ろうデー」

にあわせて各学校、利府駅前で定期的に実施する。 

子ども１１０番の

家・動く子ども１１

０番事業 

通学時や地域生活における子どもたちの見守りと緊急時の一時

避難所として、地域の方々や公用車両の協力により、子ども達の

安全を見守る。 

青少年育成推進指導

員事業 

青少年の日常生活が健全に営まれるよう巡回指導を行う中で、

青少年の健全育成の啓発を図る。 

青少年育成利府町民

会議事業 

町民が総ぐるみとなって青少年の健全育成を実施することを目

的に、町民の意識の高揚を図る。 

利府クリーンクラブ

事業 

地域、学校、企業、警察が一体となった地域総ぐるみによる健

全育成を推進する。 

ジュニア・リーダー

初級研修会、インリ

ーダー研修会 

ジュニア・リーダーや子ども会のリーダーとして必要な知識や

技能を習得させリーダー育成を図る。 

町少年スポーツ大会 子ども達の心身の成長と、地区の枠を越えた子ども会会員相互

の交流と親睦を図る。 

各種体験教室の開催 

 

世代間交流活動や体験活動等、様々な体験を通し豊かな心、社

会性、自ら行動する力等の育成を図る。 

生涯学習人材バンク 生涯学習人材バンク登録指導者の派遣を通して、「どこでも、だ

れでも、いつでも」生涯学習を受ける機会の提供を図るとともに、

地域の教育力を学校教育、地域等で活用する。 

公民館教室 公民館教室（前期・後期・短期・子ども教室）の受講機会を提

供し、町民の主体的な活動を支援する。 

利府町出前講座 学習機会の提供、まちづくりへの理解と意識啓発を図るため、

町職員等による出前講座を実施する。 

公民館、ふるさと創

生館、生涯学習セン

ター郷土資料館運営

事業 

生涯学習活動を支援していく中で、地域の方々が求める学習機

会を充実し、情報提供をすることによって、生涯学習の楽しみと

喜びが共有できるように利用の促進を図る。 

河北美術展利府展 町内の園児、小中学生を含めた地域の方々に、河北美術展で入

賞・入選された作品の鑑賞を通して、芸術文化活動の推進に寄与

する。 

文化祭 文化祭を開催し、地域文化の重要性と町民の芸術文化への関心

を高め、「いきいき学び、心豊かな人をはぐくむ町づくり」を目指

す。 

スクールバンドフェ

スティバル 

児童生徒が楽器を演奏したり、鑑賞したりすることを通して、

豊かな情操を培うと同時に、町内の芸術文化活動の推進を目指す。 

利府写真展 町内で活動をしている写真愛好者の作品と東北の豊かな歴史や

風土、食文化を切り取った公募写真展である河北写真展の入賞作

品を展示し、本町における芸術文化の振興を図る。 

小さな音楽会 町内で音楽活動をしている方の発表の機会と広く町民に対して

音楽を鑑賞する機会を提供し、「小さな音楽会」を通じて、町民の

文化意識の高揚と本町の文化芸術の推進を図る。 

町民ギャラリー 町内で活動しているサークル等の団体及び個人の方に発表の機

会を提供することにより、町民の自主的な文化芸術活動を支援す

る。 

成人式 新成人者を祝い、励ます式典を開催する。 

利府町文化芸術・ス

ポーツ表彰 

文化芸術、スポーツの各種大会等において優秀な成績を収めた

方や団体、町の文化芸術の振興に寄与した方や団体を表彰する。 
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・生涯学習課 スポーツ振興班  

 

【スローガン】 スポーツで健康増進！ 

 

１ 基本方針 

各種スポーツ団体活動の支援をはじめ、社会体育施設、学校施設の有効活用な

どにより、町民だれもが年齢や体力に応じて、いつでもどこでもスポーツに親し

み、生涯にわたり健康で充実した生活を営むことができるよう、環境の整備を推

進します。 

 

２ 具体的な施策 

（１） 町民の健康、体力づくり活動の推進 

 

３ 主要事業の概要 

主 要 事 業 概    要 

生涯スポーツ活動派

遣事業費補助金交付

事業 

全国大会や国際大会等に出場する町民を支援し、競技力向上を図

るため、大会出場経費の一部を補助する。 

ふるさとスポーツ祭 

（H30.6.24(日)開催） 

心身ともに健康で活力に満ちた生活が営めるように、スポーツ活

動の機会を提供し、健康増進や体力向上に寄与するため開催する。 

スポーツ交流フェス

ティバル 

（H30.10.7(日)開催） 

スポーツに親しむ機会を提供することにより、町民相互の交流や

生涯スポーツのより一層の振興を図るため開催する。 

町民体力テスト 

(H30.5.27（日）開催) 町民の健康に対する意識の向上を図るとともに、様々な年代の基

礎体力の現状を把握し、今後の事業計画等に活用する。 

スポーツ教室 

 

町民の健康増進等に寄与するため、水泳教室やフィットネス教室

等を開催する。 

◎水泳教室（5 教室、各 約 43 回／年、定員 30 名） 

  ・アクアビクス①②   ・アクアエクササイズ 

・スイミングレッスン  ・水中ウォーキング 

 ◎フィットネス教室（11 教室、各 約 43 回／年、定員 30 名） 

  ・ピラティス      ・健康づくり体操 

  ・ボディメイクエアロ  ・マーシャルエクササイズ 

  ・ヨガ①②       ・スタイルアップ体操 

  ・ゆったりエアロ      ・エンジョイ・ジョギングエアロ 

  ・かろやかエアロ    ・ＺＵＭＢＡ 
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スポーツ、レクリエー

ション用具の貸与事

業 

各地区やスポーツ団体等の助長とニュースポーツの普及啓発を図る

ため、スポーツ用具等の貸与を行う。 

スポーツ団体活動支

援事業 

スポーツ団体の活動を活性化するため、体育協会や地域総合型ス

ポーツクラブ等が行う各種競技会・教室・研修会等の開催を支援す

る。 

スポーツ推進委員活

動 

町民に対する各種スポーツの指導・助言や、スポーツを行う組織

の育成、さらにスポーツに関する様々な事業に協力していただき、

生涯スポーツの振興を図る。 

社会体育推進員活動 地域住民へのスポーツ活動の必要性を啓発することや、行政機関

等のスポーツ事業の周知等を行っていただき、スポーツ事業の普及

促進を図る。 

スポーツ施設等年間

利用行事調整会議 

町スポーツ施設の効果的な利用促進とスポーツ活動の推進を図る

ため、年間行事調整会議を開催する。（参加予定５０団体） 

学校施設開放事業利

用説明会 

学校体育施設の効果的な利用促進とスポーツ活動の推進を図るた

め、学校施設開放事業利用説明会を開催する。（参集予定９０団体） 

総合体育館個人開放

事業 

総合体育館の効果的な活用とスポーツ活動の普及を促すため、少

人数で利用可能な個人開放日を設定する。 

社会体育施設等管理

運営事業 

総合体育館をはじめとする各施設の適切な維持管理や効果的な利

用を図るため、点検整備や修繕業務を計画的に行う。 

また、指定管理者制度の導入については、施設の老朽化等による

大規模な改善が必要不可欠な状況であることから、今後も最善の施

設管理運営に関する方向性について検討していく。 

中央公園野球場グラ

ウンド改修事業 

グラウンドの老朽化が激しく、利用状況に影響があることから、

人口芝へ改修を行うもの。 

平成３０年度国民体

育大会東北ブロック

大会兼第４５回東北

総合体育大会 

本町で行われる、アーティスティックスイミング、サッカー、バ

レーボール、体操、陸上競技について、対応するもの。 

 

 

 

【ふるさとスポーツ祭】 
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・生涯学習課 図書振興班  

 

【スローガン】 読書の推進 

 

１ 目標 

生活に心の安らぎを与えるとともに、心豊かな人を育むため、多くの町民によ

り多くの本を読んでもらう。 

 

２ 具体的な施策 

（１） 個性のある芸術・文化活動 

（２） 実りある図書館活動と読書活動 
                           【図書館マスコット「ヨムヨム」】 

３ 主要事業の概要                

主 要 事 業 概    要 

子ども読書活動推進

事業 

「おはなし会」及び「出前おはなし会」の開催など、第三次利府

町子ども読書活動推進計画に基づいた事業の実施に努める。 

図書館資料収集事業 

町民の知的欲求を満たす一般書、児童書、郷土資料及び行政資料

など、多様で新鮮な資料を収集する。また、東日本大震災を後世に

伝えるため、震災関係資料の収集に努める。 

個人貸出サービス 

本町及び仙台都市圏１３市町村居住者並びに本町への通勤通学者

に、１人１０冊まで１５日間貸し出す。視聴覚資料は、１人２点ま

で８日間貸し出す。 

団体貸出サービス 

読書活動を行う町内の団体を対象に、３５０冊まで２か月間貸し

出す。学校図書館には、依頼に応じて調べ学習用の資料を選考し貸

し出す。 

予約サービス 

（インターネット予約

サービス） 

所蔵資料への利用予約を受け付ける。 

リクエストサービス 
所蔵していない資料の利用要望を受け付け、購入やほかの図書館

からの借り受け（相互貸借業務）により提供する。 

レファレンスサービ

ス 

生活の中での疑問、研究及び読書に関する相談を受け付け、調査

回答する。 

複写サービス 著作権法で認められた範囲内で図書館資料を複写する。 
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おはなし会 
図書館ボランティアと連携し、絵本の読み聞かせ等を行い、本に

親しむ機会の創出を図る。 

春の図書館フェア 

子ども読書の日及びこどもの読書週間にちなみ、「子どもの本の展

示会」、「子どもの本のリサイクル市」、「スペシャルおはなし会」を

開催する。 

秋の図書館フェア 
文字・活字文化の日及び読書週間にちなみ、「本のリサイクル市」、

「スペシャルおはなし会」を開催する。 

図書館講演会 
絵本作家を講師に招き、親子が楽しめる絵本の読み聞かせをとお

し、子どもから大人までの読書活動の推進を図る。 

図書館だより 
利用者向けに、図書館の活動内容やおすすめ図書などを紹介し、

図書館利用の促進を図る。 

読み聞かせボランテ

ィア養成講座 

町民との協働による図書館活動の振興を図るため図書館ボランテ

ィアを養成する。 

出前おはなし会 

・２歳６か月児 

歯科検診 

歯科検診受診児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせをとおして、

本に親しむ機会の提供と図書館利用の拡大を図る。 

出前おはなし会 

・児童クラブ 

・小学校 

絵本の読み聞かせやブックトークをとおして、本に親しむ機会の

創出と図書館利用の拡大を図り、併せて学校図書館との連携を図る。 

出前おはなし会 

・保健福祉課が 

実施するサロン 

保健福祉課が実施するサロンにおいて、高齢者に対する紙芝居や

ブックトークをとおして、本に親しむ機会の創出と図書館利用の拡

大を図る。 

学校向け図書館講座 

施設見学の機会を捉え、読み聞かせやブックトーク、図書館の使

い方の説明等を行い、子どもの読書活動の推進及び図書館利用の拡

大を図る。 

 

 【図書館講演会】 
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教育委員会関係機関一覧 

【教育総務課】 

関係機関名 連 絡 先 

総 務 給 食 班 

住所：利府町利府字新並松 4 

TEL：022-767-2179 FAX：022-767-2108 

 Email：soumu-kyusyoku@rifu-cho.com 

み ん な の お 昼 

キ ャ ロ ッ ト 館 

住所：利府町沢乙字北橋 33-1 

TEL：022-356-7135 FAX：022-356-7158 

Email：soumu-kyusyoku@rifu-cho.com 

み ん な の お 昼 

ポ テ ト 館 

住所：利府町菅谷字新馬場﨑前 22 

TEL/FAX：022-349-0588 

Email：soumu-kyusyoku@rifu-cho.com 

学 校 教 育 班 

住所：利府町利府字新並松 4 

TEL：022-767-2124 FAX：022-767-2108 

Email：gakkou-kyouiku406@rifu-cho.com 

十 符 ル ー ム 

（子どもの心のケアハウス） 

住所：利府町青山一丁目 57-2 

（利府町総合体育館内） 

TEL/FAX：022-369-3668 

Email：tofucare@rifu.ed.jp 

【生涯学習課】 

関係機関名 連 絡 先 

生 涯 学 習 振 興 班  

住所：利府町中央二丁目 11-1 

TEL：022-767-2125 FAX：022-767-2385 

Email：syougai@rifu-cho.com 

生 涯 学 習 セ ン タ ー 

郷 土 資 料 館 

公 民 館 住所：利府町中央二丁目 11-2 

TEL：022-356-2125 FAX：022-349-1677 

Email：syougai@rifu-cho.com ふ る さ と 創 生 館 

図 書 振 興 班 住所：利府町中央二丁目 11-2 

TEL：022-356-2130 FAX：022-349-1677  

Email：tosyo@rifu-cho.com 図 書 館 

ス ポ ー ツ 振 興 班 住所：利府町青山一丁目 57-2 

TEL：022-356-6019 FAX：022-767-1755 

Email：sport6019@rifu-cho.com 総 合 体 育 館 

屋 内 温 水 プ ー ル 住所：利府町青山一丁目 57-2 

TEL：022-356-0461 FAX：022-356-0467  

Email：sport6019@rifu-cho.com 中 公 園 野 球 場 


